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研究成果の概要（和文）：「学生参画」という用語は，世界の至る所の高等教育関連文書で目にするようになっ
た（Millard et al. 2013）。しかし，この用語の意味は実に多様である。学生参画といっても，具体的に誰
が，どこで，何を，いつ，どんな目的で，どのように実施すべきなのかが，各国で大きく異なるためである。そ
こで本研究では，学生参画の定義を下記のように明確にすることを試みた。
学生参画とは，①学生個人および同僚の学習成果を最大化する目的で，または，②大学教育の質を保証・向上さ
せる目的で，あるいは，③大学運営に学生・大学・社会の利益を反映させる目的で，学生が自らの労力や情報を
大学に提供することである。

研究成果の概要（英文）：The term ‘student engagement’ has today become commonplace in global 
writings on higher education (Millard et al., 2013). Nonetheless, the meaning of this term is 
actually quite diverse. The reason for this is that the specific who, what, where, when, how (to 
implement), and why (in pursuit of what objectives) of student engagement differ significantly 
across countries. This study thus focused on drawing on the existing literature to develop a clearer
 definition of the concept. The definition emphasises the accomplishment of objectives on the 
micro-, meso-, and macro-levels and be expressed as follows:
Student engagement is where students provide their own efforts and information to the university in 
pursuit of any or all of the following objectives: (1) maximising the learning outcomes of oneself 
or one’s fellow students, (2) assuring/improving quality of university education, and (3) 
reflecting benefits for students, the university, and society in university operations.

研究分野： 高等教育論

キーワード： 学生参画　質保証　国際比較　大学改革
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１．研究開始当初の背景 
中央教育審議会の答申「新たな未来を築く

ための大学教育の質的転換に向けて～生涯
学び続け，主体的に考える力を育成する大学
へ～」（平成 24 年 8 月 28 日）において，学
生の自主的学修を活性化させる場としての
大学の在り方が問われている。しかし現状は，
大学の教職員が思い描く「学生のための大学
の在り方」を模索しているのであって，その
在り方が学生の考える「私達のための大学の
在り方」と一致している保証はない。学生目
線で授業内容を考える学生 FD などの先駆的
な試み（木野 2012）も見られるが，カリキ
ュラム全体を見直すような重要な会議に学
生が直接関与する例は，残念ながら，ほとん
ど見られない。日本の大学では一般的に，学
生の意見は授業評価アンケートなどのデー
タとして集約されるのみで，彼らの立場は情
報提供者に留まっている（大学評価・学位授
与機構 2010）。 
学生のための大学の在り方を，教職員のみ

の努力で改善していくのではなく，教職員と
学生が協同して発展させていくべきだとい
う考え方は，諸外国で急速に普及しつつある。
例えば，イギリスの「高等教育質保証機構」
（Quality Assurance Agency for Higher 
Education: QAA）は，学生中心の質保証制
度に改めるべく，学生を学内の評価委員とし
て参画させること，大学の自己評価報告書の
作成に参画させること，評価後のアクション
プランの策定に参画させることなどを，大学
に要求するようになった。つまり，学生参画
による大学の内部質保証の推進である。加え
て，QAA は学生参画による大学の外部質保
証を行うために，82 名の学生（2013 年 8 月
1 日現在）を外部評価団の正式なメンバーと
して採用している（QAA 2013, HP）。 
学生が，大学の質保証に関する主要な委員

会の正式なメンバーとして，最も多領域で活
躍している欧州諸国は，北欧の 2 カ国（フィ
ンランドとスウェーデン）であろう。これら
の欧州諸国の趨勢とは異なり，アメリカやオ
ーストラリアでは，全国的な大規模大学生調
査 （ National Survey of Student 
Engagement: NSSE や AUSSE）を用いた，
データの分析結果（IR）に基づく大学の質保
証が重視されている（山田 2012）。また，役
員会への学生の出席を認可している台湾で
は，学生による授業評価の結果を教員評価に
厳格に適用している。 
以上のように，学生がどのように参画し，

参画によって何をどのように改善したいの
かなどに，国ごとの違いが見られる。各国の
制度は，独自の歴史・文化・経済的背景によ
り発展してきたと予測できるが，それらの制
度の得失を国際比較の視点から分析するこ
とは，我が国の学生参画の発展の方向を議論
する上で，有用な情報になり得ると思われる。 

 
２．研究の目的 

大学の質保証への学生参画に関する先行
研究は，2000 年以降，海外で急速に蓄積さ
れてきた。例えば，学生参画を定義したもの
（Kuh 2009，Coates 2009 など），学生参画
を類型化したもの（Coates 2007 など），参画
の動機を類型化したもの（Lizzio & Wilson 
2009 など）がある。また，参画の教育的効
果（Harper & Quaye 2009 など）や経済的
効果（Markwell 2007 など）を論じたものも
ある。国内では，先述したように，学生 FD
や学生調査などの研究成果がある。とはいえ，
日本では「学生参画による大学の質保証」と
いう考え方は萌芽段階にあり，海外の優れた
事例を鏡とした比較研究を必要としている。 
そこで本研究では，日本では聞き慣れない

「学生参画による大学の質保証」の諸外国に
おける実態を現地での調査を通して分析す
る。そして近年，各国の政府が学生参画の強
化をしきりに唱道する傾向（効果が誇張され
ている恐れがある）に注意を払いつつ，以下
の四点を明らかにすることをその研究目的
に設定した。 

 
① 学生参画による大学の質保証は，各国に

おいて，どのように発展してきたのか。 
② 質保証に参画する学生は，どのような団

体から，どのように選ばれるのか。 
③ 質保証への学生参画は，彼ら自身の学修

活動の質を向上させるのか。 
④ 我が国における質保証への学生参画は，

如何にあり得るか。 
  
３．研究の方法 
本研究は，欧州（イギリス・フィンランド・

スウェーデン），米豪（アメリカ・オースト
ラリア），東アジア（台湾・日本）を対象国
として，大学の質保証への学生参画に関する
調査を遂行した。 
最初に，大学の質保証への学生参画に関す

る先行研究を国別に分析し，それぞれの国に
おいて，学生参画の定義，目的，制度および
範囲が如何なるものであるかを明確にした。 
次に，日本における学生参画による大学の

質保証への取り組みを調べ，その中から特色
のある取り組みを選定し，訪問調査を行った。
その調査対象校は，札幌大学，山形大学，追
手門学院大学，東洋大学，法政大学，北翔大
学，立命館大学である。 
同時に，海外の訪問調査（フィンランド，

イギリス，台湾）も実施した。 
そして，これらの調査結果を学会（高等教

育学会）で報告するとともに，海外の専門家
６ 名 （ Stuart Brand: Birmingham City 
University, UK, Peter Felten: Elon 
University, USA, Åsa Kettis: Uppsala 
University, Sweden, Eric S. Lin: National 
Tsing Hua University, Taiwan, Ryan Naylor: 
La Trobe University, Australia, Jani 
Ursin: University of Jyväskylä, Finland）
を招聘し，国際会議を開催した。 



  
４．研究成果 
「学生参画」（student engagement）とい

う用語は，世界の至る所の高等教育関連文書
で目にするようになった（Millard et al. 
2013）。しかし，この用語の意味は実に多様
である。学生参画といっても，具体的に誰が
（who），どこで（where），何を（what），い
つ（when），どんな目的で（why），どのよう
に（how）実施すべきなのかが，各国で大き
く異なるためである。例えば，スウェーデン
やフィンランドでは，学生自治会の選出によ
る学生代表が，教育の運営に関わる委員会な
どで教育の改善・評価・支援を継続的に実行
していくために，教職員のパートナーとして，
一緒に汗を流すことが重要視されるのに対
し，アメリカでは，全学生を対象とした学生
調査を通して，学生生活全般の参加の度合い
を定期的に把握することに力点が置かれて
いる。このような明確な差異があるにもかか
わらず，どちらの行為も，学生参画と呼ばれ
ているのである。 
とはいえ，学生参画を推進する動機には世

界的な類似点も見いだせる。その類似点とは，
学生の見解を教育改善に活かすことは不可
欠であるという共通認識である。そして，学
生の見解を正確に知る方法が直接的（学生と
教職員が直に意見を交換する）か，間接的（質
問紙調査で意見を集約する）かで学生参画の
仕組みが変わってくるのである。 
そこで本研究では，学生参画に関する先行

研究を概説するとともに，それらを参考にし
つつ，学生参画の定義化を試みた。 
学生参画という言葉を用いた先行研究と

して広く知られるものの一つは，「全国学生
調 査 」（ National Survey of Student 
Engagement: NSSE）を開発した，クー（George 
Kuh）の研究成果である（Kuh 2001）。この研
究は，1960 年代以降にアメリカで蓄積されて
きた，カレッジ・インパクト研究の集大成と
いえる。彼が強い影響を受けた研究成果は三
つあり，その一つは，サンフォード（Nevitt 
Sanford）の分析結果である。彼は学生の成
長が大学の（課外活動も含めた）学習環境に
多大に左右されることを説明している
（Sanford 1962）。このことを踏まえて，NSSE
では学習環境の満足度を問う項目が多々含
まれている。 
クーが参考にした二つ目の研究成果は，学

生の学習への関与がより深まれば，彼らはよ
り良い学習成果を得られるという，アスティ
ン（Alexander Astin）の「学生発達論」
（ Student Development Theory ） で あ る
（Astin 1984）。後に，彼は有名な I-E-O
（Input-Environment-Outcomes）モデルを提
唱し，学生参画の度合いを包括的に調べる有
用性を示してもいる（Astin 1991）。これら
の研究成果に基づいて，NSSE の質問項目は多
岐にわたっている。三つ目の研究成果は，チ
ッカリング（Arthur Chickering）とガムソ

ン（Zelda Gamson）が大学の教員に示した，
学士課程における七つの行動規範である
（Chickering and Gamson 1987）。これらの
規範が保たれているかを計れるように，NSSE
はデザインされている。 
NSSE を開発したクー（2009: 683）の定義

によると，「学生参画とは，①大学の期待す
る学習成果に経験上つながると思われる活
動に学生が費やす時間や努力のことである。
また②学生がそれらの活動に参加するよう
に大学が仕向けることでもある」（丸数字は，
本章の著者が付加）。この定義で興味深いこ
とは，①の量と質を担保するのは大学の責務
だと，②で明示していることである。その一
方で，学生には義務や責任を求めていない。 
学生参画の実施は学生に求めるべき責務

なのだろうか，それとも大学に求めるべき責
務なのだろうか，あるいは学生と大学の双方
に求めるべき責務なのだろうか。この疑問は
学生参画を理解する上で重要であろう。そこ
で，学生参画の責務の所在は，学生を弟子，
顧客，パートナーのいずれと見なすかによっ
て異なると提案したい。 
学生を弟子（将来の研究者）と見なす考え

方は，フンボルト大学の誕生以来，多くの国
の大学で長らく支持されてきた。なお，フン
ボルトの理念を継承した大学では，教員は自
らの研究成果を自由に教える権利（教授の自
由）を保障される（Tanaka 2005）。この権利
の下，教員はカリキュラムの全体像に関心を
持つ必要はなく，時に，自らの教育方法に疑
問を持つことすらなく，まして，学生が教育
方法の改善を働きかけることなど，失礼千万
といえる。このような状況下では，学生参画
を推進する責務が大学にあるという認識は
広まりにくい。それから，教育改善の試みに
参加する権限が学生に与えられることも考
えにくい。 
学生を顧客と見なす考え方は，公的資金の

削減などで生じた学費の導入や高騰を通し
て，高等教育の商業化が進んだアメリカだけ
でなく，その他の国でも提唱されるようにな
った。マリンジ（Maringe 2011: 142）によ
れば，「高等教育は，学生が顧客で大学が提
供者という需要供給の法則に左右される，交
換可能なサービスとなった。ちなみに，消費
者主義とは，顧客の要望に応え，かつ期待を
超えることで経営的成功が決まるという，自
由市場の理念を教義の中心とするものであ
る」。つまり，学生に満足感を与える教育を
提供できない大学は，学生の流失によって，
競争の中で淘汰されることを意味する。よっ
て，学生の要望や期待を正確に知るために学
生参画を推進することは，大学の（生き残り
をかけた）責務といえる。ただし，それらの
情報を提供しなければならない義務は学生
にはない。 
学生をパートナーと見なす考え方は，大学

は教員，職員，学生の三者で構成されるとい
う三者自治の理念が法的に確立している，北



欧諸国などで早くから定着していた。現在で
は，ボローニャ・プロセスに学生を取り込む
ことが唱えられるなど，特に欧州の国々を中
心に，政策的後ろ盾を得られる考え方となっ
た（Levy, et al. 2011）。学生が教職員のパ
ートナーに位置づけられる場合，学生は大学
の意思決定に関わる権利を与えられること
になるものの，それは同時に，教育の改善・
評価・支援への協力が義務づけられる上に，
その結果に対する連帯責任を負うことも意
味する。ただし，学生は成長過程にある大人
として扱われるべきであり，信頼を持って任
せられる業務は，限定されると思われる。 
学生参画の責任の所在とともに，学生がい

かなる目的で参画しているかを論じること
は，学生参画の理解に欠かせないと思われる。
そこで，本研究では，ヒーリーほか（Healey, 
et.al. 2010: 22）の下記の３分類に従い，
参画の目的を三つのレベルに分けて考察し
てみたい。 
 

 ミクロ： 学生個人や他の学生の学修活
動への参画 

 メゾ： 質保証・向上プロセスへの参画 
 マクロ： 戦略策定（ガバナンス）への

参画 
 
ミクロ・レベルの学生参画の中核的な目的

は，学生個人の学習成果を高めることである。
コーツ（Coates 2005: 26）の言葉を借りる
なら，学習成果は「教育的に意味のある活動
に各自がどのように取り組むかで決まる」の
である。なお，ミクロ・レベルの学生参画に
同僚の学習を支援する活動（ピア・サポート）
を加えれば，他者の学習成果を高めることも
主な目的となり得る。 
メゾ・レベルの学生参画の主な目的は，学

生の声を教育評価・改善に活かすことである。
なお，学生の声を集める方法は，先記したよ
うに，直接的（学生と教職員が直に意見を交
換する）なものと，間接的（質問紙調査で意
見を集約する）なものがある。例えば，間接
的な方法といえる NSSE の結果は，学生の現
状を把握するだけでなく，教育改善の証拠と
して用いることができる。というのも，パス
カレラほか（2010: 21）が指摘しているよう
に，「学生の教育活動や学習経験に関する
NSSE の結果は，クリティカル・シンキング，
道徳的な推論，異文化への適応，個人の幸福，
執筆への自信など，重要な学習成果が高まっ
たことを示す良い指標になる」からである。 
直接的な方法には，大きく分けて，外部評

価への参加と内部評価への参加の二つがあ
る。外部評価への参加とは，アクレディテー
ション団体など第三者評価機関のスタッフ
として学生が何らかの評価活動（例えば，ア
クレディテーション受審機関を訪問する評
価団の一員として参加など）を行うことを意
味する。内部評価への参加では，①外部評価
団に提出する「学生報告書」（student 

submission）を作成したり，②外部評価団と
面談したり，または，③学内の内部質保証組
織の正式メンバーとして参加したりするこ
となどが想定される。 
マクロ・レベルの学生参画の目的は，大学

の運営に学生の利益を反映させることにあ
る。ただし，学生と大学の利害が対立する場
合などは，お互いの妥協点を見出すために，
両者の対話が欠かせない。また，学生や大学
の利益だけでなく，社会の利益も考慮すべき
だろう。さらに，学生が大学運営に関わるこ
とは，大学の意思決定のプロセスを透明なも
のにすると思われる（Lizzio and Wilson 
2009）。 
これらのことを踏まえて，先行研究で示さ

れた学生参画の定義をここで考察してみた
い。トローラー（2010: 2）は，前記したク
ーの定義を土台として，独自の定義を以下の
ように開陳している。 

 
学生参画は，学生と大学の両者が費やす時
間・努力・資材の相互作用に関係する。そし
てその目的は，学生の学習経験を最も効果的
にし，学生の学習成果と成長，彼らのパフォ
ーマンス，および大学の名声を向上させるこ
とにある。 
 
トローラーは，学生と大学（教職員）が協

働して何かを行うのは，学生のためだけでな
く，大学のためでもあると主張している。こ
のことは，メゾ・レベルやマクロ・レベルの
参画の目的を鑑みると，大いに賛同できる。 
ブライソン（Bryson 2014: 17）は，クー

やトローラーのように参画の目的を明示せ
ずに，学生参画を以下のように定義している。 

 
学生参画とは概ね，個々の学生の目標，抱負，
価値，信念などの観点から，彼らが高等教育
に何かをもたらすことである。そして，その
何かが彼らの経験によってどのように形
成・伝達されるかでもある。 
 
上記の定義の内容から，ブライソンは，学

生が何をするかという過程だけでなく，その
結果何が生じたかという成果を含めて，学生
参画と呼んでいることが分かる。つまり，教
育的に意味のある活動に参加する重要性を
強調しているので，クーやトローラーの定義
と大きな差異はないといえる。 
ハーパーとクェイ（Harper and Quaye: 

2009: 2）は定義をより単純化し，右記のよ
うに提示している。「学生参画は，測定可能
な成果につながる，教育的に効果のある課
内・課外活動への参加として，単純に特徴付
けられる」。測定可能という文言から学生調
査を念頭に置いていると推測されるものの，
参加の過程だけでなく，その成果も重要視し
ている点で，他の定義と類似点が見られる。 
以上のように，先行研究の定義では，学生

参画が学生と大学の双方にとって有益な活
動となることを期待していることが分かる。



そこで，本研究の定義では，ミクロ・メゾ・
マクロ，それぞれのレベルの目的達成を強調
しつつ，下記のように記述したい。 

 
学生参画とは，①学生個人および同僚の学習
成果を最大化する目的で，または，②大学教
育の質を保証・向上させる目的で，あるいは，
③大学運営に学生・大学・社会の利益を反映
させる目的で，学生が自らの労力や情報を大
学に提供することである。 
 
現在は，この定義が異なる文化の国々に当

てはまるかをテストしている。 
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